
令和８年度奈良県生活困窮者自立支援事業 

業務委託公募型プロポーザル募集要項 

 

１ 目的  

令和８年度奈良県生活困窮者自立支援事業業務受託事業者の選定について、効率的で効果

の高い事業が実施できるようプロポーザル方式により企画提案の公募を行う。 

 

２ 業務の概要  

（１）委託業務名 

     令和８年度奈良県生活困窮者自立支援事業業務委託 

（２）委託業務の内容 

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため、本人の状態に応じた

包括的かつ継続的な相談支援を実施するとともに、地域における自立・就労支援等の体

制を構築することにより、支援対象者の自立を促進するため、「令和８年度奈良県生活

困窮者自立支援事業」を実施する。 

詳細については「令和８年度奈良県生活困窮者自立支援事業業務委託仕様書」のとお

りとする。 

（３）業務委託の期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

（４）委託上限金額 ５３，０８８，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

本業務の実施については、令和８年度予算成立を条件としているため、予算成立状況

により、契約を行わない場合や委託金額、委託期間等を見直した上で再募集を行う場合

がある。なお、この場合においても本プロポーザルに要した費用を請求することはでき

ない。 

 

３ スケジュール 

（１）募集要項等の配付及び配布場所 

  ① 配布期間 

     令和８年２月２４日（火）から３月１０日（火）まで 

     （土曜日、日曜日、祝日を除く。）各日とも午前９時から午後５時まで 

  ② 配布場所 

     奈良市登大路町３０番地 奈良県庁本庁舎３階 奈良県福祉保険部地域福祉課 

  ※ 郵送による配付は行わない。 

  ※ 募集要項等は、「奈良県福祉保険部地域福祉課ホームページ」で公開する。 

     http://www.pref.nara.jp/1644.htm 

（２）質問の受付 

  ① 受付期間 

     令和８年２月２４日（火）から３月３日（火）午後５時まで（必着） 

  ② 提出方法 

http://www.pref.nara.jp/


・「質問票」（様式７）により、電子メール又はＦＡＸで下記担当部課へ送付するこ

と。（口頭又は電話での問合せは受け付けない。） 

・質問事項は、様式１枚につき１問とし、簡潔に記載すること。 

・電子メールで送付の場合には、件名に「奈良県生活困窮者自立支援事業業務委託質

問票の送付」と表記すること。 

・質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を妨げるおそれのあるものを

除き、「奈良県福祉保険部地域福祉課ホームページ」上にて公開する。 

     個別には回答しない。  http://www.pref.nara.jp/1644.htm   

（３）参加表明書の受付 

  ① 提出期限 

    ・令和８年３月１０日（火）午後５時（必着） 

        ・持参の場合の受付は、午前９時から午後５時までとする。 

  ② 提出方法 

        ・参加表明書（様式１）を郵送又は持参にて下記担当部課へ提出すること。 

     なお、郵送の場合は、必ず電話にて送付した旨を連絡すること。 

        ・本件は、電子契約も可とする。電子契約を希望する場合は、「電子契約同 

意書兼メールアドレス確認書」を参加表明書とあわせて電子メール、郵送また 

は持参の方法により提出すること。 

（４）企画提案書の受付期間 

    令和８年２月２４日（火）から３月１８日（水）１２時（必着） 

    各日とも午前９時から午後５時まで（※土曜・日曜を除く平日） 

（最終日は１２時まで） 

  ※提出書類等詳細については、「５ 応募手続等」を参照すること。 

（５）事業者決定 

    令和８年３月下旬（予定） 

（６）担当部課  

   奈良県福祉保険部地域福祉課 保護係（担当：瀧）  

    〒630-8501  奈良市登大路町 30 

    ＴＥＬ ０７４２－２７－８５４８ 

     ＦＡＸ ０７４２－２２－５７０９  

       メールによる連絡を希望する場合は、電話でメールアドレスを問い合わせること。 

 

４ 参加資格要件等 

（１）参加資格要件 

    企画提案を提出する者は、次に掲げる要件を全て満たしていること。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

②参加表明書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置

要領による入札参加停止の措置期間中でない者であること。 

③物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県告示第

http://www.pref.nara.jp/


４２５号）による競争入札参加資格者のうち、営業種目「Ｑ７諸サービス」で登録し

ている者であること。（ただし、企画提案書提出時点において登録が認められていれ

ば可とする。） 

④公告の日から過去５年以内に、国又は地方公共団体（国又は地方公共団体が設立する

独立行政法人も含む。）からの福祉又は雇用分野に関する相談支援業務を受託し、誠

実に履行した実績があること。 

（２）共同提案 

複数の事業者がグループを構成して応募する場合は、当該グループの代表となる事業

者及びグループの全ての構成員が上記（１）の要件を満たすこと。 

※応募後、グループの代表となる事業者及び構成員の変更は、原則として認めない。 

 

５ 応募手続等  

   応募については、１応募者につき１提案に限る。 

（１） 提出期限 

令和８年３月１８日（水）１２時（必着） 

（２）提出場所   上記３（６）の担当部課に同じ 

（３）提出方法 

持参又は郵送 

※郵送する場合は、提出先である奈良県庁に提出書類が配達された日時が証明できる方

法によること。なお、いかなる事情であっても期限を過ぎた書類は受け付けない。ま

た、持参する際は、事前に提出予定時間を連絡すること。 

（４）提出物及び部数  

①参加申込書（様式２） 

②事業者概要書（様式３） 

・会社概要などがあれば添付すること。 

・課税対象事業所の場合は、納税証明書（県税、法人税、消費税、地方消費税、市町

村税の滞納のない証明書）及び決算書（直近時期）を添付すること。 

   ③企画提案書 ９部（正本１部、副本８部） 

・様式４を表紙とすること。 

・副本については、提案事業者名が判別できる記載や用紙の使用を行わないこと。 

・サイズはＡ４又はＡ３版とし、下記（５）により作成すること。 

（５）企画提案書の作成等について 

   企画提案書は、以下のとおり作成すること。 

   ①業務全般（任意様式） 

・生活困窮者が抱える課題等を的確に見極め、本業務の目的を理解し、利用者の拡大

につながる実施方法を具体的に提案すること。 

   ②効果的な業務の企画（任意様式） 

・自立相談支援事業、アウトリーチ体制強化事業における相談者の個々の課題に応じ

た支援方法及び自立に向けて実現性が高く、計画的かつ効果的な支援方法を具体的

に提案すること。 



・就労訓練(中間的就労)推進事業について、認定就労訓練事業所の開拓・拡充及び当

該事業所への支援に向けて実現性が高く、計画的かつ効果的な実施方法を具体的に

提案すること。 

・生活困窮者自立支援広域実施運営事業について、有識者等からアドバイスを受けな

がら、県内自治体のニーズ、課題等を整理し、県内自治体の任意事業の取組の推進

に向けて、実現性が高く、計画的かつ効果的な検討の実施方法を具体的に提案する

こと。 

・住まい相談支援事業について、居住支援法人等の関係機関と連携し、住まいに関す

る総合的な相談窓口の設置に向けて実現性が高く、計画的かつ効果的な支援の実施

方法を具体的に提案すること。 

   ③業務の実施体制（任意様式） 

・業務を円滑に行うことができる自立相談支援等事業の活動拠点の設置及び効果的に

支援できる支援員（人材確保、資格・経験等）の配置について、具体的に提案する

こと。 

・各事業及び全体の実施スケジュール、実施内容を具体的に提案すること。 

・業務を円滑かつ効果的に実施するため、関係機関等からなる会議の開催や関係機関

とのネットワークづくりなど、連携体制について具体的に提案すること。 

④個人情報保護等情報管理体制（任意様式） 

・個人情報等の管理上の効果的な対策（運用上の仕組みやルール作り）について記載

すること。 

・個人情報等の保護に関する従業者への効果的な研修対策（計画）について記載する

こと。 

⑤類似業務実績（様式５） 

・公告の日から過去５年以内の福祉又は雇用分野に関する相談支援業務の実施実績を

１件以上記載すること。 

    ・成果物などがあれば正本１部に添付すること。 

⑥委託業務実施体制（様式６） 

⑦見積書（任意様式） 

・積算根拠が分かるよう、経費について詳細に記載された見積書を作成し、添付する

こと。 

・委託経費の費目は、給料、職員手当等、共済費、報酬、報償費、旅費、賃金、需用

費（消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料）、会議費、役務費（通信

運搬費、手数料、保険料）、委託料、使用料及び賃借料、負担金とし、費目ごとに

算出すること。 

（６）共同提案 

    複数の事業者がグループを構成して応募する場合は、次の事項について留意すること。 

①グループの代表となる事業者を選出し、県との連絡等については、グループの代表

となる事業者が行うこと。 

②グループには適切な名称を付け、その名称で応募すること。 

③上記５(４)②及び５(５)⑤については、構成員それぞれについて提出すること。 



④当該業務に応募したグループの構成員は、他のグループの構成員となること、又は、

単独での応募を行うことはできない。 

 

６ 契約相手方の特定 

（１）審査方法 

企画提案書の内容をもとに、別記「審査基準」に従い、県が別途設置する令和８年度

奈良県生活困窮者自立支援事業業務委託事業者選定に係る審査委員会の審査を経て、本

業務委託契約の相手方を特定する。 

提案が複数ある場合は、各委員の合計得点の総計が満点の６割以上の者のうち最も高

い得点を獲得した者で、かつ、審査委員会の合議により認められた者を、最優秀提案者

として選定する。 

ただし、審査の結果、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項

目が一以上ある提案者は、受託事業者として特定しない。 

提案者が１者の場合、評価基準による得点が６割以上で、かつ、審査委員の合議によ

り認められたものについては、当該提案者を受託事業者として特定することとする。 

ただし、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項目が一以上あ

る場合は、受託事業者として特定しない。 

（２）プレゼンテーション等について  

    提案に対する質疑及び補足説明を求めるため、提出のあった書類に基づくプレゼンテ

ーションを実施する。 

     実施予定日  令和８年３月２７日（金） 

     場   所  修徳ビル 中会議室 

            （時間等については、応募者に別途通知する。） 

（３）失格事項  

   提案者が次に掲げる場合に該当するときは、失格とする。  

①上記４に示した参加資格が備わっていないとき。 

②提出書類に虚偽又は不正があったとき。 

③提出された提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補

正に応じないとき。 

④一以上の審査項目についての記載がなかったとき。 

⑤委託上限金額を超える見積書が提出されたとき。 

⑥そのほか不正な行為があったとき。 

（４）特定結果の通知  

     企画提案書を提出した者に対しては、特定、非特定の旨を、書面により通知する。 

（５）特定結果の公表 

   上記６(４)の通知後、すみやかに次に掲げる事項について、奈良県ホームページへの登

載により公表する。 

① 業務名、受託者の所在地・名称・代表者氏名及び審査年月日 

② 受託者・提案者毎、各評価項目毎の評価点及び合計点（ただし、受託者以外の業者名 

は公表しない。） 



 

７ 契約等  

（１）上記により特定された者は、速やかに県と本業務に係る契約を締結すること。 

（２）提案内容の履行については、原則として契約内容に含めるものとする。 

（３）委託契約に当たっては、契約保証金の納付（契約金額の１０％以上）が必要となる。た

だし、奈良県契約規則第１９条第１項各号に該当する場合はこれを免除することができ

る。 

（４）契約にあたっては、その他、地方自治法や奈良県会計規則をはじめとする諸規程が適用

される。 

（５）契約内容等については、特定された者に別途通知する。 

（６）特定後、速やかに協議を行うこと。 

 

８ 契約の不締結 

  本業務委託契約の相手方の特定後、契約締結までに本業務委託契約の相手方について、次

のいずれかに該当すると認められるときは、契約を締結しないものとする。 

（１）役員等（役員（非常勤を含む。）、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同

じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

であると認められるとき。 

（２）暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経

営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三

者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接

的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められると

き。 

（５）上記（３）及び（４）に掲げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に

非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

（６）県が発注する物品購入等の契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約 

  （以下「下請契約等」という。）に当たって、その相手方が上記（１）から（５）のいず 

   れかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

（７）県が発注する物品購入等の契約に係る下請契約等に当たって、上記（１）から（５）ま

でのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合（上記（６）に該当する場合を

除く。）において、発注者が当該下請契約等の解除を求めたにもかかわらず、それに従

わなかったとき。 

（８）県が発注する物品購入等の契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入

を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を発注者に報告せず、又は警察に届け出なか

ったとき。 

 



９ 契約の解除 

  契約締結後であっても、契約の相手方が８の（１）から（８）までのいずれかに該当する

と認められる場合、企画提案書など提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合、正当な理

由なく一定期間業務を履行しない場合、契約を解除し受託者を変更することがある。 

  また、契約を解除した場合は、受託者に損害賠償義務が生じる。 

 

１０ その他  

（１）本業務の成果等は県に帰属する。  

（２）企画提案書等の作成及び提出に関する費用は、提案者の負担とする。なお、提出のあっ

た企画提案書等は返却しない。  

（３）企画提案書は、提案者に無断で使用することはない。 

（４）企画提案書等は、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良県条例第３８号）に基づき

開示する場合がある。 

（５）企画提案書等は、審査に必要な範囲内で複製を作成することがある。 

（６）書類等の作成・契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨

とする。  

（７）その他定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令並びに、

奈良県会計規則及びその他の奈良県が制定する関係条例・規則等に従うものとする。 

 

１１ 問合せ先 

    奈良県福祉保険部地域福祉課（上記３（６）の担当部課に同じ） 

     住  所：〒630-8501 奈良市登大路町３０番地 

     電  話：０７４２－２７－８５４８ 

     ＦＡＸ：０７４２－２２－５７０９ 

         メールによる連絡を希望する場合は、電話でメールアドレスを問い合わせること 

 



別記 

 

令和８年度奈良県生活困窮者自立支援事業業務委託 

事業者選定に係る審査基準 

 審査対象事項 

 

審査項目 

 

 

 

審 査 基 準 

 

 

 

配点 

 

①×② 

 

基本 

点数 

① 

 

評価 

係数 

② 

 

１ 業務全般  

（１０点） 

 

 
① 業務全体の企画が、生活困窮者が抱える課題等を的確に見極

め、本業務の目的を理解し、利用者の拡大につながる提案と
なっているか。 

 

10 点 

 

5 点 

 

2.0 

 

２ 効果的な 

  業務の企画 

（４０点) 

 

 

 

 

 

 

 
① 自立相談支援事業、アウトリーチ体制強化事業について、相

談者の個々の課題に応じた支援を提供し、自立に向けて実現
性が高く、計画的かつ効果的な支援が実施できる企画提案と
なっているか。  

 

 

 

10 点 

 

 

 

 

5 点 

 

 

 

 

2.0 

 

 
 
② 就労訓練(中間的就労)推進事業について、認定就労訓練事業

所の開拓・拡充及び当該事業所への支援に向けて実現性が高
く、計画的かつ効果的に実施できる企画提案となっているか。 

 

 

 

10 点 

 

 

 

5 点 

 

 

 

2.0 

 
 
③ 生活困窮広域実施運営事業について、有識者等からアドバイ

スを受けながら、県内自治体のニーズ、課題等を整理し、県
内自治体の任意事業の取組の推進に向けて、実現性が高く、
計画的かつ効果的に検討が実施できる企画提案となっている
か。 

 

 

 

10 点 

 

 

 

5 点 

 

 

 

2.0 

 

 

 
④ 住まい相談支援事業について、居住支援法人等の関係機関と

連携し、住まいに関する総合的な相談窓口の設置に向けて実
現性が高く、計画的かつ効果的な支援が実施できる企画提案
となっているか。 

 

 

 

10 点 

 

 

5 点 

 

 

2.0 

 

 

３ 業務の 

  実施体制 

（３０点) 

     

 

 

     

 

 

 

 
① 業務を円滑に行うことができる自立相談支援等事業の活動拠

点を設置し、効果的に支援できる支援員（人材確保、資格・
経験等）を配置し、業務を適切に実施できるものであるか。 

 

 

10 点 

 

5 点 

 

2.0 

 
② 各事業及び全体の実施スケジュール、実施内容が具体的に示

され、業務を安定的に実施できるものであるか。 
 

 

10 点 

 

5 点 

 

2.0 

 
③ 業務を円滑かつ効果的に実施するため、関係機関等からなる

会議の開催や関係機関とのネットワークづくりなど、連携で
きる体制であるか。 

 

 

10 点 

 

5 点 

 

2.0 

 

４  個人情報保
護 等 情 報
管理体制 

（１０点) 

 

① 個人情報等の管理上の効果的な対策（運用上の仕組みやルー
ル作り）について記述されているか。 

② 個人情報等の保護に関する従業者への効果的な研修対策（計
画）について記述されているか。 

 

 

 10 点 

 

 

 

  5 点 

 

 

 

 2.0 

 

 

５ 経費 

（１０点) 

 

 

① 評価点数は、次の式により求める。 

評価点数＝10 点×（最も安価な見積額÷当該提案者が提示する見積額） 

※小数点以下切り捨て 

 

 

 

10 点 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                 合 計 

 

 

100 点 

 

 

 

 

 

 

 

 



・採点方法は、上記項目ごとに合計１００点満点で評価を実施する。 

・提案が複数ある場合は、各委員の合計得点の総計が満点の６割以上の者のうち最も高い得点を獲得した者
で、かつ、審査委員会の合議により認められた者を、最優秀提案者として選定する。 

ただし、審査の結果、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項目が一以上ある提案
者は、受託事業者として特定しない。 

・提案者が１者の場合、評価基準による得点が６割以上で、かつ、審査委員の合議により認められたものに
ついては、当該提案者を受託事業者として特定することとする。 

ただし、評価項目のうち全審査委員の得点の平均が満点の５割未満の項目が一以上ある場合は、受託事業
者として特定しない。 

 

 
 項目別配点 

 
審査（評価） 

 

 
配 点 

 
   極めて高い   （極めて良好） 
 

 
         ５ 

 
   高 い     （良好） 
 

 
         ４ 

 
   中 位        （普通） 
 

 
         ３ 

 
      やや低い     （やや不十分） 
 

 
         ２ 

 
      低い       （不十分） 

 

 
         １ 

 
 

 


